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国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

新
し
い
福
祉
医
療
費
受
給
券
を

送
付
し
ま
す

問 

保
険
医
療
課（
☎
６
５
ー
６
５
１
２
）

問 

保
険
医
療
課（
☎
６
５
ー
６
５
２
７
）

　
令
和
元
年
度
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給

者
証
を
簡
易
書
留
で
７
月
中
に
送
付
し
ま
す
。
留
守
等
で
受

け
取
れ
な
か
っ
た
人
は
、
右
記
担
当
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
の

う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

今
年
度
よ
り
高
齢
受
給
者
証
は
、
被
保
険
者
証
と
一
体
に

な
り
ま
し
た
。

【
受
け
取
り
に
来
ら
れ
る
場
合
の
持
ち
物
】

①
平
成
30
年
度
の
被
保
険
者
証

②�

来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の(

運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど)

※�

別
世
帯
の
人
が
受
け
取
る
場
合
は
、
世
帯
主
の
委
任
状
と

②
が
必
要
で
す
。

こ
ん
な
と
き
は
14
日
以
内
に
届
出
を

●
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
届
出

　
勤
務
先
の
健
康
保
険
等
に
加
入
し
た
と
き
、
ま
た
は
被
扶

養
者
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

●
国
民
健
康
保
険
の
加
入
届
出

　
勤
務
先
の
健
康
保
険
等
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
、
ま
た

は
被
扶
養
者
の
認
定
を
は
ず
れ
た
と
き
。

※
自
動
で
は
切
り
替
わ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ

　
保
険
医
療
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
１
２

　
８
月
１
日
か
ら
利
用
で
き
る「
福
祉
医
療
費
受
給
券
」、「
重

度
心
身
し
ょ
う
が
い
老
人
等
福
祉
助
成
券
」は
、
７
月
中
旬
に

対
象
者
に
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
受
給
券
・
助
成
券
の
交
付
に
あ
た
っ
て
、
手
続
き
が

必
要
な
人
に
は
、
案
内
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
７
月
末
ま
で
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
８
月
か
ら
の
受
給
券
等
を
交
付
で

き
ま
せ
ん
。

　
受
給
者
は
、
健
康
保
険
証
と
あ
わ
せ
て
医
療
機
関
等
で
提

示
す
る
と
、医
療
費
の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
所
定
の
所
得
制
限
を
超
え
な

い
人

　
●
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
お
よ
び
４
級
の
一
部

　
　
ま
た
は
療
養
手
帳(

重
度)

を
お
持
ち
の
人

　
●
18
歳
未
満
の
子
を
扶
養
す
る
ひ
と
り
親
世
帯
の
人

　
●
65
～
74
歳
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

問
合
せ

　
保
険
医
療
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
２
７

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
の
お
知
ら
せ

特
殊
詐
欺
な
ど
に
注
意

問 

保
険
医
療
課（
☎
６
５
ー
６
５
２
７
）

　 

滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
☎
０
７
７
ー
５
２
２
ー
３
０
１
３
）

問 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室（
☎
６
５
ー
６
５
２
８
）

〈�

令
和
元
年
度
の
保
険
料
の
額
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
〉

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
に
、
令

和
元
年
度
の
１
年
間
の
保
険
料
の
額
や
、
支
払

方
法
に
つ
い
て
の
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
の
保
険
料
は
、
平
成
30
年
中
の

所
得
に
基
づ
い
て
計
算
し
ま
す
。

〈�

８
月
１
日
か
ら
有
効
の
新
し
い
保
険
証
を
お

送
り
し
ま
す
〉

　
新
し
い
保
険
証
は
７
月
中
に
簡
易
書
留
郵
便

で
送
り
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証
は
薄
桃
色
で
す
。

　
８
月
１
日
以
降
は
、
新
し
い
保
険
証
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※�

こ
れ
ま
で
の
保
険
証
は
各
自
で
細
か
く
裁
断

す
る
な
ど
し
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

〈�「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
更
新
し
ま
す
〉

　
入
院
等
の
際
、
医
療
機
関
の
窓
口
で「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
３
割
負
担

の
人
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」。
以
下
「
限
度

額
認
定
証
」）を
提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
で
の

支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち
で
、
８

月
以
降
も
該
当
す
る
人
に
は
、
新
し
い
保
険
証

に
同
封
し
ま
す
。

　
な
お
、
対
象
者
で
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち

で
な
い
人
は
左
記
の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

【
対
象
者
】

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

●
住
民
税
課
税
標
準
額
が
１
４
５
万
円
以
上

　
６
９
０
万
円
未
満
の
人

【
持
ち
物
】�

保
険
証
・
印
鑑

【
申
請
窓
口
】��

保
険
医
療
課〈
本
庁
舎
１
階
〉・
北

部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

※�

被
保
険
者
本
人
以
外
の
人
が
申
請
す
る
場
合

は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

　
市
で
は
、
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費

税
率
の
10
％
へ
の
引
上
げ
に
合
わ
せ
、
乳
幼

児
の
い
る
子
育
て
世
帯
の
世
帯
主
と
住
民

税
非
課
税
の
人
を
対
象
に
「
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
」
の
販
売
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、

便
乗
し
た
詐
欺
に
は
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

●�「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
を
販
売
す
る

た
め
に
、
市
や
国（
内
閣
府
）な
ど
が
手
数

料
な
ど
の
振
込
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

●�

市
や
国(

内
閣
府)

な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ(

銀
行
・

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機)

の

操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

●�「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
を
販
売
す
る

た
め
に
、
市
や
国(

内
閣
府)

な
ど
が
市
民

の
皆
さ
ん
の
世
帯
構
成
な
ど
の
個
人
情

報
を
お
た
ず
ね
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
役
所
や
内
閣

府
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ
た
電
話
が
か

か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た
ら
、
迷
わ

ず
担
当
窓
口
ま
た
は
最
寄
り
の
警
察
署
も

し
く
は
警
察
相
談
専
用
電
話(

＃
９
１
１
０)

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室

　〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
２
８

プレミアム
付商品券

市長とお話ししませんか
「座ぶとん会議」実施団体を募集しています

問 市民広報課(☎︎６５ー６５０４)

　気軽な雰囲気の中で市長と意見交換ができる飛

び出す市長室「座ぶとん会議」。実施を希望される市

民活動団体等を募集します。

　【対　象】�市内で活動する団体

　【募　集】�随時

　【申込み】�日程等については、電話等で担当課ま

　　　　　�でお気軽にご相談ください。

座ぶとん会議申込み▶


